
第１回瀬戸内市総合教育会議議事録 

 

１ 日  時  平成２７年５月２７日（水）＜開会：13時、閉会：13時 35分＞ 

２ 場  所  瀬戸内市役所２階大会議室 

３ 出 席 者    市  長 武久顕也 

教 育 長 柴崎伸次 

教育委員 淵本晴生 水野勝紀 川島ゆか 片山 工 

４ 傍 聴 者  ６名 

５ 協議事項 

(1) 瀬戸内市総合教育会議の運営について（議事進行：事務局） 

事務局から瀬戸内市総合教育会議運営要領（案）の説明、出席者全員異議なし、 

運営要領承認。 

 

(2) 教育に関する大綱策定方針等について（議事進行：市長） 

【議長】 

運営要領第３条に基づき議長を務める。 

議題（２）の教育に関する大綱策定方針等について事務局から説明をお願いする。 

 

【事務局】 

  この大綱策定の基になる「大綱の骨子」について、ご協議いただきたい。 

  資料「瀬戸内市教育に関する大綱について」説明。 

「大綱の位置付け」として「第２次瀬戸内市総合計画」を基本とし、国の教育振興計画

を参酌し策定する教育の方向性を示すものという位置づけにしている。大綱の期間は、

平成２７年度を始期とし、平成３２年度を終期とする６か年とする。これは、基になる総

合計画の基本計画の期間と合わせている（瀬戸内市総合計画は平成２３年に策定）。なお、

この基本計画は、今年度若干の見直しを行う予定。 

まちの将来像「人と自然が織りなす しあわせ実感都市 瀬戸内」これは総合計画に掲

げる瀬戸内市の将来像であり、暮らす地域にかかわらず、市民一人ひとりが、自然に恵ま

れ、安全・安心に暮らせるまちのなかで、夢と希望をもって健康に暮らし、このまちに生

まれてよかった、住んでよかったと思える幸福が実感できるまちを目指している。 

総合計画のまちづくりの主要課題の７つから、教育に関する主要課題を３つ挙げてい

る。「①人材育成として、学校教育、生涯学習等の取り組みを進め、まちの将来を担う人

材の育成」「②人口減少と少子高齢化への対応として、医療や子育て支援、高齢者福祉施

策を進め、健康で子育てがしやすく、高齢者がいきいきと暮らせるまちづくり」「③自然、

景観、伝統及び歴史・文化の伝承として、伝統文化を大切にし、次の世代に継承」特に教

育、保育等に関係の深いものを課題として掲げている。 

これらの主要課題を踏まえ、年齢別、生活形態等、状況の違いに応じた目指すべき姿を

まとめ、この中で教育、子育てと関連が大きなものを抜粋したものが資料の第２次瀬戸



内市総合計画の基本構想の部分となっている。これを実現するための施策が右側の基本

計画となっている。 

この基本構想、基本計画を受け、大綱の骨子案を策定している。上から順に、子どもが

楽しく学び成長を実感できるまちとしては、「確かな学力、豊かな心、健やかな体の子ど

もの育成」、子どもの成長をみんなで見守るまちとしては、「子育て・保育・教育を通して

子どもの成長を社会総がかりで支援」、互いに学びあい、教えあい、人がつながるまちと

して、「生涯にわたり自発的に学ぶ市民への効果的支援」、スポーツを通じ健やかに暮ら

せるまちとして「健康で活力に満ちた地域社会の形成」、歴史や文化を大切にするまちと

して「歴史・文化の保存・継承と活用の推進」として、この５つを大綱の骨子案として掲

げることとしている。この大綱骨子案が承認されれば、これを基に今後大綱の策定を進

めていきたいと考えている。 

 

【教育委員】 

 基本構想と基本計画の間矢印が右に向いているが、基本計画と大綱との間には矢印が双

方向になっている。これは基本構想を受けて基本計画があり、ということでよいか。それ

からこの双方向になっているのはどういう意味があるのか。 

 

【事務局】 

  基本的には、基本計画を受けて大綱骨子案を策定するということであるが、この大綱

はこの会議で新たに策定するものであることから、双方が十分な関連性をとっていくと

いうことで双方向の矢印としている。 

 

【事務局】 

  追加の説明で、国の教育振興基本計画につきましては、４つ基本的な方向性がでてい

る。「社会を生き抜く力の養成」「未来への飛躍を実現する人材の養成」「学びのセーフテ

ィネットの構築」「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」この４つが基本的な方向性

で掲げられており、このあたりも十分に参酌し大綱の策定をしていきたい。 

 

【教育委員】  

基本構想の一番下、「犯罪のない安全な生活を願う市民」というのがあるが、これが基

本計画の方では項目が何もあがっていないし、そう教育と関係ないというか、はっきり

しないという感じがするが、いかがか。 

 

【事務局】 

  「犯罪のない安全な生活を願う市民」は、特にここでは「防犯」としている。当然基

本計画の中でも「安心して笑顔で子育てができるまち」とここでは２つしか挙げていな

いが、特に子どもの安全、防犯面について記載をしていく予定である。 

 

【議長】 

  補足すると基本構想と基本計画の間には樹形図のようにはなっていない作り方をして

いる。つまり基本構想が横串であれば基本計画は縦串になっている。大綱も当然安全安

心の部分が含まれていると思う。この文言が含まれているとご理解いただきたい。 



 

【議長】 

大綱の素案について、今後更に議論を進めていくということで全委員承認。 

大綱骨子の素案に基づき、今後進めていく。 

  

【司会】 

次回、第２回の総合教育会議の開催を８月２６日（水）に予定。 

議題として、本日の大綱骨子素案を基に大綱の策定を協議。 
   

以上で、第１回瀬戸内市総合教育会議を終了 


